
令和３年度水産基盤整備事業概算決定等について

１．令和３年度予算案及び令和２年度第３次補正予算案のポイント

・水産基盤整備事業（公共） ： ７２，６０７百万円（対前年比１０２．１％）

・令和２年度第３次補正予算： ２８，０００百万円
うち、防災・減災対策 ※ ： ２３，０００百万円
うち、TPP等関連対策 ： ５，０００百万円

（参考）関連対策（非公共事業）として、以下を確保。
・「漁港機能増進事業」 令和３年度概算決定 ８００百万円
・「水産業競争力強化漁港機能増進事業」 令和２年度第３次補正予算 １，０００百万円

２．新規・拡充事項

（１）港湾背後における水産物流通機能の強化 ＜拡充＞

（２）水産物流通の拠点におけるＩＣＴ活用推進 ＜拡充＞

（３）漁港施設の効率的な維持管理の促進 ＜拡充＞

（４）拠点漁港等における流通関連施設の非常電源確保対策 ＜拡充＞

（５）養殖業成長産業化に向けた生産拠点の一体的整備 ＜新規＞

（６）海洋環境の変動に対応した漁場整備の展開 ＜拡充＞

（７）漁村における防災・生活インフラ整備の強化 ＜新規＞

・合計１００，６０７百万円を確保。

※「防災・減災、国土強靱化のための
５カ年加速化対策」に係る予算



漁港のＩＣＴ化の更なる推進港湾背後における流通機能強化

加工施設（冷凍施設）
衛生管理型市場
（荷さばき所）

一定規模以上の水産物流通の拠点となる港湾
においても、衛生管理に対応した衛生管理型
市場（荷さばき所）や製氷施設、加工施設
（冷凍施設）の整備を実施

○漁港に加え港湾背後において衛生管理
の高度化を図るための施設の整備

○高度衛生管理型荷さばき所

（１）水産物の生産・流通機能強化対策

（参考） 令和３年度概算決定 水産基盤整備事業の概要①

○漁場のICT化の推進

○魚介類を育む藻場の再生

○情報処理施設を岸壁や荷さばき所等
と一体的に整備

以下を拡充

環境変動に対応した漁場の整備

○環境変動への適応策の実証に
よる順応的な漁場整備を展開

事業実施主体、地方公共団体、有識者、
研究機関等で構成する協議体と連携して
生態系全体の生産力の底上げを図る

迅速な水揚げ情報等の収集・処理体制の整備
により、省人・省力化を図るとともに、新た
な資源管理システムや水産流通適正化制度等
に対応

（２）水産資源の回復対策

・水産物の世界的需要と、水産物の流通適正
化への関心の高まり

・零細な産地市場での魚価の低迷・流通コスト
の増大

・水産資源の低迷

・気候変動等による藻場・干潟の減少等の環境変化

【課題と対応】

○生物の生活史に対応した漁場整備

【課題と対応】

・集出荷機能の集約・強化と衛生管理対策の推進

・産地市場におけるトレーサビリティの推進

○漁港のICT化

集出荷機能の集約・強化

・養殖水産物への世界的な需要の高まり

・養殖業の成長産業化の推進

【課題と対応】

・養殖場等の生産拠点の大規模化を推進

・沖合や陸域への養殖適地の拡大

養殖業発展のための環境整備

○養殖生産拠点の整備○沖合静穏域確保に
よる養殖適地の拡大

※下線拡充

養殖業成長産業化への対応

養殖用陸上
種苗生産施設

漁港施設用地
への屋根整備

○養殖生産拠点等における生産力の
向上を図るための施設の整備

養殖用種苗の増産や品質管理の強化などに
より、生産性・収益性の向上を図る



大規模自然災害への対応力強化

○非常時の電源を確保するための施設の整備

大規模災害発生時等における主要電源の喪失時に
も、電力供給を可能とする非常用電源の導入や、
浸水リスクに対応した電源施設の高架化を実施

漁業集落道

漁業集落排水施設 水産飲雑用水施設

防災安全施設
（土砂崩壊防止施設）

○漁港ストックの長寿命化対策

農山漁村地域の生産現場の強化や防災力
の向上のための事業を都道府県・市町村
の裁量で実施

以下を拡充

電源施設の高架化非常用電源の導入

（３）漁業地域の強靭化対策

（参考） 令和３年度概算決定 水産基盤整備事業の概要②

（４）漁港ストックの最大限の活用

・南海トラフ等大規模地震・津波が切迫

・台風・低気圧災害の激甚化

【課題と対応】

○耐震強化岸壁等の整備 ○漁港施設の耐浪化

・被災後の水産業の早期回復等の拠点となる漁港で
の施設の地震・津波対策の推進

・台風・低気圧災害に備えた漁港施設の耐浪化の推進

老朽化対策

・多くの施設が老朽化し、維持・更新費用が増大

・人口減少や高齢化の進行等による漁村活力の低下

【課題と対応】

・漁港施設の計画的な長寿命化対策

・漁港の静穏水域の増養殖場への活用

○漁港の有効活用

※ 漁村における生活インフラの整備
（農山漁村地域整備交付金）

漁業集落排水施設や避難地等の整備を
補助事業により、計画的・集中的に実施

計画的な施設整備・維持の推進

○ 「高度衛生管理型荷さばき所」の機能保全を補助対象化

床面の剥離や段差
によって発生する
雑菌繁殖のリスク
を解消

梁の錆などの落下
による異物混入の
リスクを解消

漁村整備事業の創設

生活インフラの強靱化



R2'
当初予算

R3'
概算決定額

対前年比

71,133 72,607 1.02      

直轄特定漁港漁場整備事業 17,228 17,435 1.01      

うちフロンティア漁場整備事業 2,500 2,100 0.84      

うち直轄漁港整備事業（北海道） 14,628 14,635 1.00      

うち直轄漁港整備事業（沖縄） 100 700 7.00      

水産物供給基盤整備 27,643 28,972 1.05      

　　水産流通基盤整備事業 5,936 10,709 1.80      

　　水産基盤ストックマネジメント事業 17,204 13,028 0.76      

　　漁港施設機能強化事業 4,503 5,235 1.16      

水産資源環境整備 22,904 21,478 0.94      

　　水産環境整備事業 13,704 12,330 0.90      

　　水産生産基盤整備事業 9,200 9,148 0.99      

漁村総合整備 - 1,440 皆増

水産基盤整備調査（直轄・補助） 515 515 1.00      

作業船整備費 18 18 1.00      

後進地域補助率差額 2,825 2,749 0.97      

※このほか、東日本大震災の被災地復興対策（復興庁計上）として後進地域補助率差額８３百万円を計上。

※端数において合計と一致しない場合がある。

　水産基盤整備事業

事　項

水産基盤整備事業　令和３年度概算決定の内訳

(金額単位：百万円)



港湾背後における水産物流通機能の強化 

～水産物集出荷機能集約・強化対策事業の制度拡充～ 

１．目的 

水産政策改革に則して、競争力ある流通構造の確立や新たな資源管理体制の構築を推進する

とともに、2030年までに水産物の輸出額を1.2兆円とする政府目標の達成に向けて、水産物の

流通の高度化を図ることが重要である。 

このため、従来から、水産物の流通の拠点となる漁港において、一貫した衛生管理対策とし

て、屋根付き岸壁、荷さばき所、製氷施設、冷凍・冷蔵施設等の整備を推進してきたところで

ある。 

一方、全国の水揚げ量の約1/4を占める港湾においては、衛生管理対策の遅れなどが課題と

して顕在化しているところであり、水産政策改革を推進する上では、これら課題の解決が急務

である。 

このため、水産物を多く取り扱う港湾においても、流通機能の強化を水産基盤整備の一環と

捉え、漁港と同様に衛生管理対策やＩＣＴ化の計画的な推進を図る。 

２．拡充の内容 

水産物を多く取り扱う港湾における流通の高度化を図るため、港湾の背後地において岸壁等

と一体的に機能する衛生管理型市場（荷さばき所）、製氷施設、加工施設（冷凍施設）等の整

備を実施する。） 

３．採択要件 

既存事業と同様の採択要件に加え、港湾管理者が行う岸壁等の整備等と連携して実施すること 

水産物集出荷機能集約・強化対策事業を実施し、 

・水産物の取扱量 8,000 ﾄﾝ/年以上かつ取扱金額 14 億円/年以上

・産地市場の統廃合等に伴って集出荷機能を集約し、水産物の取扱量 3,000 ﾄﾝ/年以上

等の要件を満たす地区 

４．事業実施主体 

  都道府県、市町村、水産業協同組合 

５．補助率 

  既存事業と同様の補助率（１／２等、ただし特定第３種漁港と同規模以上（水産物の取扱量

15,000㌧/年以上）の港湾については２／３） 



１．港湾背後における水産物流通機能の強化

○ 水産政策の改革に則し、水産物の流通構造改革や新たな資源管理体制の構築を推進。
〇 水産物流通を多く取扱う港湾において、一貫した衛生管理の下、港湾管理者等が行う岸壁等の整備

と一体的に機能する衛生管理型市場等の整備を可能とする。

加工施設（冷凍施設）

陸揚施設（岸壁）

衛生管理型市場（荷さばき所）

加工施設 (冷凍施設)

水産物の陸揚量が多い港湾

製氷施設

浮桟橋

国
土
交
通
省
港
湾
局

水
産
庁

一
貫
し
た
衛
生
管
理

＜現状と課題＞
• これまで流通拠点漁港において、品質・衛生管理の高度
化を図るため、屋根付き岸壁、荷さばき所、製氷、冷凍・冷
蔵施設等の整備等の導入を推進してきたところ。

• 一方、水揚げの約1/4を占めている港湾においては、これ
らの取組は進んでおらず、港湾における水産物の流通の高
度化等が求められている。

＜今後の対応＞
• 水産政策の改革に則し、水産物の流通構造改革や新た
な資源管理体制の構築を推進するとともに、2030年までに
水産物の輸出額を1.2兆円とする政府目標の達成に向け
て、水産物流通の高度化等を図る。

• このため、一定規模以上の水産物の流通の拠点となる港
湾において、漁港と同様に、水産物の集出荷機能の高度
化等に必要な「衛生管理型市場（荷さばき所）」、「製氷
施設」及び「加工施設（冷凍施設）」等の整備を支援。

＜拡充の内容＞

○ 一定規模以上の流通の拠点となる港湾において、一貫した
衛生管理の下、港湾管理者等の行う岸壁等の整備と一体的
に機能する集出荷等に必要な衛生管理型市場（荷さばき
所）等の整備を推進。

※水産物の取扱量８千トン以上かつ取扱金額が年間14億円以上の港湾であり、

以下を満たすものに限る。

① 必要な衛生管理基準等を満たしうる施設
② 基本計画を作成し、水産庁及び国土交通省港湾局より認定を受けたもの

○ 事業主体：都道府県、市町村、水産業協同組合
○ 補助率 ：１／２等（ただし、特定第３種漁港と同規

模以上の取扱量の港湾においては２／３）

荷さばき地

衛生管理型市場(荷さばき所)

陳列・セリ場 立替ｽﾍﾟｰｽ

岸壁 荷さばき地

国交省による支援 水産庁による支援



水産物流通の拠点におけるＩＣＴの活用推進 

～水産物集出荷機能集約・強化対策事業の制度拡充～ 

１．目的 

水産政策の改革に基づく新たな資源管理システムの実効性を高め、水産業の成長産業化を実

現するためには、産地市場における情報の迅速かつ正確な収集・集積が必要となっており、そ

れを実現するための手段として、ＩＣＴ技術の活用が急務となっている。 

また、令和２年12月４日に成立した「特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律」

の施行までに、「伝達義務や取引記録義務に係る電子化に向けたシステム開発など、現場での

円滑な制度運用に向けた支援を講ずることを検討する」こととされており、産地市場における

ＩＣＴ技術の導入は、益々重要度が高まりつつある。 

さらに、今般の新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、全国的に密閉・密集・密接の３つ

の密を避けた新しい生活様式、生産方式に移行する必要がある。 

しかしながら、産地市場においては、情報の多くが未だに手作業で取り扱われており、集計・

整理作業に多大な時間を要する上に、作業の中で誤りを生じる可能性が高い状態にある。また、

荷さばき、せり、入札時には、衛生管理対策に伴う密閉空間において、漁業者・買受人、市場

関係者などの大人数が密集、密接状態となることが課題となっている。 

このため、産地市場におけるＩＣＴ技術の活用を推進することにより、水産物の流通の効率

化、省人化・省力化の取組を進め、資源管理やトレーサビリティをはじめとする多様な情報の

活用や感染症対策が可能な体制構築を図る。 

２．事業内容 

迅速な水揚げ情報等の収集体制の整備を可能とする情報処理施設を岸壁や荷さばき所等の

整備と一体的に実施する。 

３．採択要件 

既存事業と同様の採択要件 

水産物集出荷機能集約・強化対策事業を実施し、 

・水産物の取扱量 8,000 ﾄﾝ/年以上かつ取扱金額 14 億円/年以上

・産地市場の統廃合等に伴って集出荷機能を集約し、水産物の取扱量 3,000 ﾄﾝ/年以上

等の要件を満たす地区 

４．対象地区 

ＴＡＣ対象魚種を多く取り扱う産地市場を有する地区 

５．事業実施主体 

  国、都道府県、市町村、水産業協同組合 

６．補助率 

  既存事業と同様の補助率（１／２等） 



無線ＬＡＮ、ローカル５Ｇ高速通信

自動計量機器

△△kg

--------
--------
--------

取引結果の公表陸揚情報の公表

--------
--------
--------

資源管理や水産流通適正化制度への活用、新型コロナウイルス感染症への対応

電子入札

ＩＣＴ化対策

２．水産物流通の拠点におけるＩＣＴの活用推進

〇 新たな水産資源管理の実効性を高め、競争力ある流通構造の確立を図るとともに、省人・省力化を図
るため、水産物流通の拠点における情報通信技術（ＩＣＴ）を備えた施設等の整備を推進。

＜現状と課題＞

○ 新たな資源管理とトレーサビ

リティの実施等による競争力

のある流通構造の確立を図る

ため、産地市場におけるICT

化が必要。

○ 一方、取り扱われる情報の多

くは電子化が遅れており、即

時性や正確性に課題。

○ また、荷さばき、せり、入札

時には市場関係者が密集して

おり、省人化・省力化が必要。

＜拡充の内容＞

○ 漁獲情報等の膨大かつ多様

な情報を電子的に取り扱うこ

とができる情報通信技術（Ｉ

ＣＴ）の導入を、岸壁や荷さ

ばき所等の施設整備と一体的

に行う。

・情報処理施設
（自動計量器等、無線ＬＡＮ、

ローカル５Ｇ高速通信 等）

○ 事業実施主体：

国、都道府県、市町村、水産業協同組合

○ 補助率：１／２ 等

陸揚情報

陸揚情報

陸揚情報

陸揚情報
取引情報

陸揚情報
取引情報

タブレット端末 ICタグ付きタンク 自動計量機器 電子入札 陸揚・取引情報の表示

：拡充内容水産物流通の拠点におけるＩＣＴ化の推進

ICタグ

岸壁 荷さばき所



漁港施設の効率的な維持管理の促進 

～水産物供給基盤機能保全事業＜拡充＞～ 

１．目的 

品質・価格面で競争力ある水産物の流通機能の強化に向けて、平成 19 年度以降、高度衛生

管理型荷さばき所の整備を推進している。 

一方、整備後一定期間が経過した施設については、老朽化が進行することにより、床面の

剥離による雑菌の繁殖や、壁や柱の腐食による異物混入などの食品衛生上のリスクが高まる

とともに、これを放置することで、さらにメンテナンスコストが肥大化し、水産物流通の起

点となる市場における品質・衛生管理対策の実施に支障をきたす恐れが生じている。 

今般、食品衛生法が平成 30 年６月に改正されたことにより、水産物卸売市場を含む食品等

事業者にＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた衛生管理の実施が義務となり、既存の施設機能の

適切な維持が一層重要となってきている。 

このため、衛生管理対策を含めた荷さばき所の維持管理を行い、施設のライフサイクルコ

ストの適正化を図ることができるよう、高度衛生管理型荷さばき所を「水産物供給基盤機能

保全事業」の対象とすることとし、計画的な機能保全対策を支援する。 

２．拡充の内容 

水産物供給基盤機能保全事業の対象施設に高度衛生管理型荷さばき所を追加する。併せ

て、事業実施主体に施設管理者を追加する。 

３．事業実施主体 

  漁港管理者、施設管理者（都道府県、市町村、水産業協同組合） 

４．補助率 

  既存事業と同様の補助率（１／２ 等） 



〇 高度衛生管理型の荷さばき所について、老朽化に伴う施設機能の低下を防ぐとともに、ライフサイク
ルコストの適正化を図るため、水産物供給基盤機能保全事業（ストマネ事業）の対象に「荷さばき
所」を追加。

＜現状と課題＞

○ 流通機能の高度化に向けて、平成19年
度以降、高度衛生管理型荷さばき所の整
備を支援

○ 一方、整備から一定期間が経過し、荷さ
ばき所は、老朽化の影響により、水産物
の衛生管理上の大きなリスク

〇 このような中、平成30年６月に成立し
た改正食品衛生法により、HACCPの考
え方を取り入れた衛生管理が義務化

○ 高度衛生管理型荷さばき所の施設機能の
維持を図るため、老朽化した荷さばき所
におけるライフサイクルコストの適正化
に基づいた機能保全対策を支援

○ 効率的な施設の維持管理に向けて、事業
主体に施設管理者を追加

３．漁港施設の効率的な維持管理の促進

＜拡充の内容＞

〇 補助対象施設に「高度衛生管理型荷さば
き所」を追加

〇 事業実施主体に施設管理者(都道府県、
市町村、水産業協同組合)を追加

〇 補助率：１／２等

水深不足

更新コストの増大

床面の剥離により
雑菌繁殖のおそれ

柱や壁の腐食により
、異物混入のおそれ

費用

経過年
新設費

施設を全面更
新した場合

計画的な機能
保全対策を実
施した場合

コスト縮減

更新コスト

機能保全対策
に係るコスト

老朽化の進行

高度衛生管理型荷さばき所の整備

水産物の衛生管理に支障

水産物の衛生管理体制の維持 施設のライフサイクルコストの縮減

荷さばき所の機能保全対策を補助対象化



拠点漁港等における流通関連施設の非常電源確保対策 

～漁港施設機能強化事業等の制度拡充～ 

１．目的 

南海トラフ等の切迫する大規模地震・津波災害や、近年、激甚化する台風・低気圧災害等の

大規模自然災害に備え、主要電源の喪失時の地域産業への影響を最小限に抑えるため、大規模

自然災害時における電源確保を図る整備を推進する。 

２．拡充の内容 

 非常時における主要電源喪失時でも電力供給を可能とするため、電源施設の高架化及び非常

用電源の設置を可能とする。 

３．事業実施主体 

  都道府県、市町村、水産業協同組合 

４．補助率 

  既存事業と同様の補助率（１／２等） 



＜現状と課題＞

○ これまで、南海トラフ地震等の切迫する大規
模地震・津波や、令和元年台風15号等に代表
される、台風・低気圧災害の激甚化に対応する
ため、漁業地域の防災・減災対策を実施。

＜今後の対応＞

○ 地震や津波に加え、激甚化する台風・低気圧
災害に備え、漁業地域の防災・減災を図るため、
非常時の電源確保対策が必要。

＜拡充の内容＞

○ 流通拠点漁港等における流通関連施設（荷さ
ばき所等）について、非常時における主要電源
喪失時でも電力供給を可能とする整備（電源施
設の高架化、非常用電源の設置等）を行う。

○ 対象事業：漁港施設機能強化事業、水産流通基
盤整備事業、水産生産基盤整備事業

○ 事業実施主体：都道府県、市町村、水産業協同
組合

※漁港機能強化事業については、施設管理者（都道府県、市
町村、水産業協同組合）を追加。

○ 補助率：１／２等

○ 南海トラフ等の切迫する大規模地震・津波災害や、近年、激甚化している台風・低気圧災害等の大規
模自然災害に備え、水産業等への影響を最小限に抑えるため、流通関連施設（荷さばき所等）の主要
電源の喪失時でも電力供給を可能とする、非常時の電源確保を図る整備を推進。

荷さばき所等における電源確保対策

電源の高架化により浸水を防止非常用電源の設置

荷さばき所や製氷・冷凍・冷蔵施設等
への電力供給が停止したことにより、
水産物の荷さばきや保蔵、氷の供給、
流通等に著しく支障

W 2.5m ×D 1.2m ×H 1.5m

４．拠点漁港等における流通関連施設の非常電源確保対策



養殖業成長産業化に向けた生産拠点の一体的整備 

～養殖業成長産業化推進事業の創設による制度拡充～ 

１．目的 

養殖業の成長産業化に向けて、養殖業をマーケット・イン型に転換し、国内外の地域の需要

に対し、定質・定量・定時・定価格の養殖生産物の供給体制を構築することが重要。 

しかし、安定的な養殖生産物の供給体制の構築のためには、養殖適地の拡大、安定的な種苗

の確保、非効率な作業環境の改善などの課題がある。 

このため、養殖業成長産業化総合戦略に基づき、養殖生産拠点等における生産・流通の一体

的な施設整備を実施し、養殖業の生産性・収益性の向上、養殖適地の拡大、養殖作業の効率化

等を図る。 

２．事業の内容 

養殖業成長産業化戦略に基づく、養殖生産拠点等の一体的な整備。 

○作業環境の確保のための陸揚げ施設等の整備

○安定的な種苗の確保のための種苗生産施設の整備【新設】

○異物等の混入防止等のための用地への屋根整備【新設】

○養殖適地の拡大のための消波施設等の整備、水深の確保、底質改善

○海洋環境の変化を早急に確保するための漁場観測施設の設置

○地域の生産量目標を達成するために必要となる養殖適地の選定や施設の検討に係る調査【新設】 

３．採択要件 

既存事業と同様の採択要件に加え、以下を要件とする。 

①協議会を設立し、協議会により、定質・定量・定時・定価格の養殖生産物の供給体制を構築

するための計画を立案すること

②戦略的養殖品目を相当程度（年間養殖生産量500ｔ又は年間養殖生産高2.5億円以上）の規模

で扱う養殖地域であること

４．事業実施主体 

国、都道府県、市町村、水産業協同組合 

５．補助率 

既存事業と同様の補助率（１／２等） 



＜現状と課題＞

○ 養殖業をマーケット・イン型に転換し、国内外の地域の需
要に対し、定質・定量・定時・定価格の養殖生産物の供給
体制を構築することが重要。

○ 安定的な養殖生産物の供給体制の構築のためには、養殖適
地の拡大、安定的な種苗の確保、非効率な作業環境の改善
などの課題がある。

＜拡充の内容＞

○ 養殖業成長産業化総合戦略に基づき、養殖生産拠点等にお
ける以下の施設整備を推進

・安定的な種苗の確保のための種苗生産施設の整備
・異物等の混入防止等のための用地への屋根整備
・地域の生産量目標を達成するために必要となる養殖適地の

選定や施設の検討に係る調査

○ 採択要件：
①協議会を設立し、協議会により、定質・定量・定時・定

価格の養殖生産物の供給体制を構築するための計画を立
案すること

②戦略的養殖品目を相当程度（年間養殖生産量500ｔ又は
年間養殖生産高2.5億円以上）の規模で扱う養殖地域であ
ること

○ 事業実施主体 : 国、都道府県、市町村、水産業協同組合

○ 補助率：１／２等

＜養殖生産拠点等における一体的な施設整備の展開イメージ＞

○ 養殖生産拠点等における一体的な施設整備を実施し、養殖業の生産性・収益性の向上、養殖適地の拡
大、養殖作業の効率化等を図る。

静穏水域の造成

陸揚施設

新たな種苗
の活け入れ

種苗生産施設

用地への屋根整備

＜対応方針＞
一体的な施設整備により、生産性・収益性の向上を支援する

とともに、養殖適地の拡大や養殖作業の効率化等を図る。

５．養殖業成長産業化に向けた生産拠点の一体的整備

水域の確保（水深の確保）

海況の発信
[環境の変化の把握]

漁場観測施設の設置

雨水や異物が
混入しない養殖
作業スペースの
確保

消波施設の整備

拡充事項



海洋環境の変動に対応した漁場整備の展開 

～水産資源を育む水産環境保全・創造事業の制度拡充～ 

１．目的 

環境変動などによる漁場や回遊ルートの変化に伴い、サンマ・イカ・サケなどの魚種につい

て歴史的な不漁が発生する一方で、日本海でのブリ・サワラの漁獲量の増加やハタ類などの南

方系魚種の増加など漁場の構成種に変化がみられることから、これらに対応した漁業生産基盤

の強化を図ることが必要であり、漁場の変化に適切に対応した、より速効性のある対策が求め

られる。 

 このため、事業途上においても柔軟に環境変動の影響に適応でき、事業計画のＰＤＣＡサ

イクルがより強力に機能するよう、研究機関と連携した環境変動への適応策の実証として、試

験礁の設置及びそれに対するモニタリングを可能とし、環境変動に応じた対象魚種の円滑かつ

適切な活用を図る。 

２．拡充の内容 

環境変動に伴う魚種や藻場の構成変化に対応した試験的な魚礁設置等の実証試験の実施及

びこれに伴うモニタリングの実施。 

３．採択要件 

既存事業と同様の採択要件に加え、以下を要件とする。 

①環境変動による漁場構成種の変化があること

②研究機関等が事業に参画する体制があること

４．事業実施主体 

国、都道府県、市町村、水産業協同組合 

５．補助率 

既存事業と同様の補助率（１／２等） 



６．海洋環境の変動に対応した漁場整備の展開

＜現状と課題＞
○ 環境変動などによる漁場や回遊ルートの変化に伴い、

サンマ・イカ・サケなどの魚種について歴史的な不漁
が発生する一方で、日本海でのブリ・サワラの漁獲量
の増加やハタ類などの南方系魚種の増加など漁場の構
成種に変化がみられることから、これらに対応した漁
業生産基盤の強化を図ることが必要。

○ 環境変動に応じた対象魚種の円滑かつ適切な活用を図
るためには、漁場の変化に適切に対応した、速効性の
ある対策が必要。

＜対応方針＞
○ 事業途上において環境変動への適応策の実証を推進し

、効果的に漁場の状況把握をすることで、PDCAサイ
クルをより強力に機能させる。

＜拡充の内容＞
○ 水産資源を育む水産環境保全・創造事業において、環

境変動に伴う魚種や藻場の構成変化に対し、より効果
的な漁場整備を推進するため、新たに「環境変動対策
」を位置づけ以下の取組を支援
・試験的な魚礁設置等の実証試験
・効果検証のためのモニタリング

○ 採択要件：
①環境変動による漁場構成種の変化があること
②研究機関等が事業に参画する体制があること

○ 実施主体：国、都道府県、市町村、水産業協同組合

○ 補助率：1/2等

＜事業展開のイメージ＞

【環境変動の適応策を実証】

モニタリング

○魚礁や増養殖場の整備
○水産資源の増殖や養殖の推進
○漁場の保全や改善

試験礁設置

水産生物の生活史に
対応した漁場環境整備

環境変動に応じた対象魚種の
円滑かつ適切な活用を図る計画
の立案・改善

水産生物の動態及び生活史に対応した良好な生息環境空間の
創出による海域における生態系全体の生産力の底上げ

環境変動による
新たな対象種の可能性

【効果発現促進】
海藻類等の播種・移植 等

【漁場の機能強化・環境改善】

事業実施主体、地方公共団体、有識
者、研究機関等で構成する協議体を
組織

【環境変動への対策に係る協議体】

連携

＜拡充事項＞

環境変動対策方針

○ 漁場整備の順応的管理において、試験礁の設置などの実証試験の実施及び実証試験に対するモニタリン
グを実施し、海洋環境の変動に適応した漁場整備の展開を図る。



漁村における防災・生活インフラ整備の強化 

～漁村整備事業の創設～ 

１．目的 

老朽化の進行や災害への脆弱性が顕在化している漁村地域のインフラの持続性を確保する

とともに、地方移住への関心が高まっている機を捉えて漁村の活性化を図るため、集落排水施

設等の再編・強靱化など、漁村に人が安心して住み続けられる条件の整備を推進する。 

２．事業内容 

漁村地域の生活に不可欠なサービスが持続的に提供できるよう、漁業集落排水施設等の再

編・強靭化対策等を支援。 

３ 採択要件 

・漁業集落道（①～③のいずれかの要件を満たすもの）

① 地域防災計画の避難路等の避難・救護活動・物資輸送等に必要な漁業集落道

② 主要道路・鉄道の跨線橋、跨道橋など人命、財産等への影響が大きい施設

③ 施設の再編・集約・効率化を行う施設

・漁業集落排水施設・水産飲雑用水施設（①～④のいずれかの要件を満たすもの）

① 大規模施設

漁業集落排水施設は供用人口500人以上

水産飲雑用水施設は供用人口300人以上

② 浸水想定区域内にある施設

③ 集排・配水区域内に防災拠点となりうる公共施設等が存在する施設

④ 施設の再編・集約・効率化を行う施設

・緑地・広場施設（地域防災計画等に設定されている避難地）

・集落防災安全施設（災害が発生した場合に、家屋や公共施設等に被害が生じるおそれのある

施設（受益戸数２戸以上））

※また、あわせて漁村インフラの強靱化をより効果的に推進するために必要な調査計画等につ

いて支援

３．事業実施主体 

  都道府県、市町村、水産業協同組合 

４．補助率 

  既存事業と同様の補助率（１／２等） 



＜現状と課題＞

○漁村では、地域の生活を支える漁村インフラの老朽化
が進行するとともに、激甚化する自然災害への脆弱性
が顕在化しており、人口減少等に対応した管理の効率
化と併せて、インフラの持続性を確保していくことが
大きな課題。

○新型コロナウイルス感染症拡大によって地方移住への
関心が高まっている機を捉え、リモートワーク等の「
新たな日常」を支える地域社会の構築を通して、漁村
の活性化を実現していく必要。

○ 一方、漁村における防災・生活インフラの整備は、
交付金事業により事業進捗を都道府県の裁量に委ねざ
るを得ない状況で、計画的・集中的な支援が困難であ
るほか、国が意図する計画的な事業進捗が図られない
といった課題が発生。

＜拡充の内容＞

○ 漁村インフラである、漁業集落排水施設、水産飲雑用
水施設、漁業集落道、防災安全施設、緑地・広場施設
を補助事業により、計画的・集中的に整備を推進。

また、あわせて漁村インフラの強靱化等をより効果
的に推進するために必要な調査計画等について支援。

○ 事業実施主体 : 都道府県、市町村

○ 補助率：１／２等

＜漁村における防災・生活インフラの強靱化のイメージ＞

○漁村での生活に不可欠なサービスが持続的に提供できるよう、漁業集落排水施設等の防災・生活イン
フラの計画的・集中的な整備を補助事業により推進。

７．漁村における防災・生活インフラ整備の強化【漁村整備事業の創設】

漁業集落排水施設
（規模適正化）

（点検・管理のICT導入）

避難地

防災施設（避難施設）

避難路
（集落道）

漁業集落道

漁業集落排水施設

防災安全施設

①遠方監視システムの導入

仕切り壁

使用しない

第1室
V=15.2m3

第2室
V=9.4m3

仕
切
り
壁

使用しない

漁業集落排水施設において、
①遠方監視システムの導入により、災害時の施設の稼働
状況の把握、点検の迅速化、
②仕切り壁を設置し、既存の浄化槽を活用した施設規模
の適正化により、維持管理（更新）コストを削減

②施設の規模適正化（ダウンサイジング）



令和２年度第３次補正予算案の概要

水 産 基 盤 整 備 事 業

【参考１】



① 切迫する南海トラフ地震等の地震・津波等の⼤規模⾃然災害や、気候変動に伴い激甚化が懸念される台⾵・低気圧災害に備え、
岸壁の耐震化や防波堤の耐浪化等を実施し、漁業地域の地震・津波・⾼波・⾼潮対策等を推進。

② ⼤規模な⽔産物流通・⽣産の拠点において集出荷機能の強化や養殖⽔産物の⽣産機能の強化に必要な共同利⽤施設・養殖場
等の⼀体的整備を推進。

⼤規模地震・津波による甚⼤な被害が予測される地域の拠点的漁港に
おける防波堤、岸壁等の耐震・耐津波化や、近年激甚化する台⾵・低気
圧対策として防波堤等の耐浪化、越波対策、浸⽔対策、防⾵施設の設置
による防⾵対策や被災後の⽔産業の早期回復のための電源確保対策等
及びこれらの漁港施設の⻑寿命化対策を推進します。

②TPP等関連政策⼤綱に基づく対策︓
５，０００百万円

（１） ⼤規模流通拠点（特定第３種漁港等）において、⼀貫した衛
⽣管理の下で集荷・保管・分荷・出荷等に必要な共同利⽤施設
等の⼀体的整備を推進します。

（２） 養殖の⽣産拠点において、養殖場及び養殖⽔産物の流通・加
⼯等に必要な共同利⽤施設等の⼀体的整備を推進します。

【令和２年度第３次補正予算額：２８，０００百万円】

①防災・減災、国⼟強靱化のための5カ年加速化対策︓
２３，０００百万円

⽔産基盤整備事業令和２年度第３次補正予算案の概要

陸揚施設

（１）⼤規模流通拠点

荷さばき施設、
製氷、冷凍・冷蔵施設、

共同の建替・一次処理施設等

水産物流通センター
（集荷・保管・分荷・出荷）

漁場

（２）養殖の⽣産拠点

養殖場
消波施設

桟橋

屋根付き岸壁

底質改善

加工場

荷さばき所
（作業所等）

種苗生産
施設

地震により岸壁が倒壊 台風に伴う高波が防波堤を越波

嵩上げにより越波を防ぎ、
港内静穏度を確保

岸壁を耐震強化することで、
緊急物資の荷揚げが可能



令和３年度概算決定及び
令和２年度第３次補正予算案の概要

漁港機能増進事業＜非公共＞

【参考２】



漁港機能増進事業
【令和３年度予算概算決定額 800 （1,000）百万円】

＜対策のポイント＞
漁港のストック効果の最⼤化を図りつつ、漁村の活⼒を⾼めていくとともに、⽔産改⾰に即した⽔産業の成⻑産業化に向け、就労環境の改善、漁港利⽤者
の安全性の向上、漁港施設の有効活⽤等に加えて、新たに⽔産物の流通⾼度化や漁港の災害対応⼒の強化に資する整備を⽀援します。

＜事業⽬標＞
○ ⽔産物の流通・⽣産拠点となる漁港のうち、就労環境を改善した漁港の割合（ 51％ ［平成28年度］→60％［令和３年度まで］）
○ ⽼朽化に対して施設の安全性が確保された漁港の割合（ 66％［平成28年度］→おおむね100％［令和３年度まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

漁港の機能増進を図るため、以下の施設整備等を⽀援します。

１．省⼒化・軽労化・就労環境改善施設
浮体式係船岸、岸壁等の屋根、船揚場改良 等

２．有効活⽤促進施設
防波堤潮通し、港内の増養殖場、陸上養殖⽤⽔・排⽔施設、既存施設の
増養殖施設への改良、港内・近接漁場の⽔域環境観測施設 等

３．漁港の強靭化施設、災害対応⼒の強化
防波堤嵩上げ、防潮堤改良、機能保全計画の⾒直し、災害後の⼟砂等の
撤去 等

４．資源管理・流通⾼度化施設
岸壁、荷さばき所等の衛⽣管理設備、出⼊管理設備、換気・浄化設備、
体温測定設備、再⽣エネルギー利⽤施設、密漁等監視施設 等

＜事業の流れ＞

国

都道府県

都道府県

市町村等

（事業主体が都道府県の場合）

（事業主体が市町村等の場合）

［お問い合わせ先］⽔産庁計画課（03-3506-7897）

【省⼒化・軽労化・就労環境
改善施設】
○浮体式係船岸の整備による
陸揚げ作業の軽労化

漁港（イメージ）
【資源管理・流通⾼度化施設】
○岸壁、荷さばき所の出⼊管理ゲート

○港内・近接漁場の
⽔域環境観測施設

【有効活⽤促進施設】
○陸上養殖⽤⽔・排⽔施設

【漁港の強靭化施設、災害対応⼒の強化】
○災害後の⼟砂等の撤去
による漁港機能の回復

○防波堤嵩上げによる
越波防⽌

（写真提供︓NTTドコモ）

1/2等

1/2等 1/2等



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１．⽔産業競争⼒強化漁船導⼊緊急⽀援事業 9,500百万円

中核的漁業者へのリース⽅式による漁船の導⼊を⽀援します。
２．競争⼒強化型機器等導⼊緊急対策事業 4,000百万円

⽣産性の向上、省⼒・省コスト化に資する漁業⽤機器等の導⼊を⽀援します。
３．⽔産業競争⼒強化緊急施設整備事業 4,500百万円

競争⼒強化のために必要となる共同利⽤施設の整備、産地市場の再編の推
進に必要な施設の整備及び関連する旧施設の撤去を⽀援します。

４．広域浜プラン緊急対策事業 1,121百万円
漁協の経営・事業改善の取組等を促進するための意欲ある漁業者の収⼊向上・

コスト削減等の実証的取組（養殖⽤⽣餌の安定供給、機能再編、真珠の品質保
持等）を⽀援するとともに、安定的な操業に必要なクロマグロの混獲回避活動を⽀
援します。

５．⽔産業競争⼒強化⾦融⽀援事業 269百万円
漁船の建造・取得・改修、漁業⽤機器等の導⼊を図る漁業者等が借り⼊れる資

⾦について、無利⼦・無担保・無保証⼈等での融資が可能となるよう⽀援します。
６．⽔産業競争⼒強化漁港機能増進事業 1,000百万円

漁港の機能を増進し、競争⼒のある⽣産・流通体制を構築するために必要とな
る漁港施設等の整備を⽀援します。

７．漁業構造改⾰総合対策事業 6,300百万円
新たな⿂種・漁業形態や養殖業への転換など、収益性の⾼い操業・⽣産体制へ

の転換を図るため、⾼性能漁船の導⼊や⼤規模沖合養殖、マーケットイン型養殖
のための関連技術の開発等による収益性向上の実証の取組を⽀援します。

⽔産業競争⼒強化緊急事業
【令和２年度第３次補正予算額 26,800百万円】

＜対策のポイント＞
意欲ある漁業者が将来にわたり希望を持って漁業経営に取り組むことができるよう、「広域浜プラン」等に基づくリース⽅式による漁船導⼊や産地施設の再編
整備、⽣産性向上や省⼒・省コスト化に資する漁業⽤機器等の導⼊、漁港施設の整備等を⽀援することにより、持続可能な収益性の⾼い操業体制への転
換を推進するとともに、浜の活性化を主導すべき漁協の経営・事業改善の取組を促進します。
＜事業⽬標＞
１経営体当たりの⽣産額の向上（10％以上［令和７年まで］）

［お問い合わせ先］ ⽔産庁研究指導課 （03-6744-2031）

 中核的漁業者を認定し、漁船の導⼊促進
 ⽣産性の向上、省⼒・省コスト化に資する漁業⽤機器等の導⼊促進
 施設の再編整備等を推進
 収⼊向上・コスト削減等の実証的取組（養殖⽤⽣餌の安定供給、複数の漁協に
よる共同出荷・販売、機能再編、 真珠の品質保持等）への⽀援を通じた漁協の
経営・事業改善の取組を促進及び安定的な操業に必要なクロマグロの混獲回避
活動への⽀援

広域な漁村地域が連携して取り組む浜の機能再編や中核的漁業者の育成、
漁船漁業の構造改⾰を推進し、あわせて漁協の経営・事業改善の取組を促進

＜ 広域浜プランに基づき以下を実施 ＞

広域浜プラン（浜の活⼒再⽣広域プラン・漁船漁業構造改⾰広域プラン）

⽔産業の体質強化を図り持続可能な操業体制への転換を推進

＜ 導⼊例 ＞

⽔産加⼯処理施設

漁船 機器等（エンジン）

＜実証的取組例＞

＜事業の流れ＞
⺠間団体等

市町村・漁協等

定額、1/2
（１、２、４、５、７の事業）

（３、６の事業）
国 1/2等都道府県

1/2等
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